
予定価格 契約金額 落札率
再就職の
役員の数

（円） （円） （％） （人） 公益法人の区分
国所管、都道府
県所管の区分

応札・応募者数

1

あいりん労働公共
職業安定所寄場賃
貸借
あいりん労働公共
職業安定所
大阪市西成区萩之
茶屋１－３－４４
Ｈ24.4.1～Ｈ25.3.31

支出負担行為
担当官大阪労
働局総務部長
村松　達也
大阪市中央区
大手前４－１
－６７

H24.7.2

（財）西成労働福
祉センター
大阪市西成区萩
之茶屋１-３－４
４
大阪府
大阪市中央区大
手前２

別紙1参照 7,394,310 7,223,050 97.7% - 特財 地方所管 1者
三者契
約

2

あいりん総合セン
ター土地使用契約
あいりん総合セン
ター
大阪市西成区萩之
茶屋１
Ｈ24.4.1～Ｈ25.3.31

支出負担行為
担当官大阪労
働局総務部長
村松　達也
大阪市中央区
大手前４－１
－６７

H24.7.2

大阪府
大阪市中央区大
手前２
大阪市
大阪市北区中ノ
島１－３－２０
（財）西成労働福
祉センター
大阪市西成区萩
之茶屋１-３－４
４

別紙2参照 13,967,874 13,269,495 95.0% - 特財 地方所管 1者
四者契
約

備　　考

公共調達の適正化に基づく随意契約に係る情報の公表（物品役務等）
及び公益法人に対する支出の公表・点検の方針について（平成２４年６月１日行政改革実行本部決定）に基づく情報の公開

物品役務等の名称及
び数量

契約締結日
契約の相手方の商
号又は名称及び住
所

随意契約によるこ
ととした会計法令
の根拠条文及び
理由（企画競争又
は公募）

契約担当官等の
氏名並びにその
所属する部局の
名称及び住所

公益法人の場合



別紙１

契約件名及び数量 あいりん労働公共職業安定所寄場賃貸借

随意契約によることとした
理由

あいりん労働公共職業安定所３階寄場については、（財）西成労働
福祉センターが大阪府から運営を委託されており、引き続きあいりん
労働公共職業安定所の利用者の待合として使用する必要がある。
よって、契約の性質及び目的が競争を許さないことから、会計法２９
条の３第４項に該当するため。

競争性のある契約方式へ
の移行が困難な事由

上記理由のため競争性のある契約方式への移行は不可能

随意契約の見直し予定、
競争性のある契約方式へ

の移行予定年限
移行予定なし

備考



別紙２

契約件名及び数量 あいりん総合センター土地使用契約

随意契約によることとした
理由

あいりん総合センターについては、大阪府及び大阪市が所有する土
地に建てられているため、今年度も引き続き借用する必要がある（財
団法人西成労働福祉センターは大阪府の土地の運営を委託されて
いる。）。よって、契約の性質及び目的が競争を許さないことから、会
計法２９条の３第４項に該当するため。

競争性のある契約方式へ
の移行が困難な事由

上記理由のため競争性のある契約方式への移行は不可能

随意契約の見直し予定、
競争性のある契約方式へ

の移行予定年限
移行予定なし

備考


